
案件名　：

受注者　：

１．

２．

３．

４．

変　更　理　由　書

　 本工事は、令和７年７月４日付で株式会社　古川組と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を
行うものである。

基礎工の施工範囲の拡大

ICT基礎工（施工者希望型）の実施による変更

基礎工及び被覆工の概算数量の精査

（適用条文：契約書第19条）

令和７年度　下田港防波堤（西）D・E区基礎及び被覆工事

株式会社　古川組

（適用条文：特記仕様書8-1-43-3（12））

（適用条文：特記仕様書8-11（2））

遠隔臨場の実施による費用計上

（適用条文：特記仕様書8-1-32（3）5））
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